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Ⅲ 健康増進課 

１ 健康づくり推進事業 

（１）「健康津軽２１（第２次）」の推進  

管内の早世の減少と健康寿命の延伸を目標に、住民主体の健康づくりを進めていく計画として平成 

１３年度に「健康津軽２１」を策定した。その後中間報告と見直しを経て、平成２４年度に最終評価し、

それを踏まえて平成２５年度を初年度とする「健康津軽２１（第２次）」を策定した。策定内容は、健

康津軽２１に引続き「肥満予防対策」、「喫煙防止対策」、「自殺予防対策」を重点課題として、以下３領

域、１２分野について取り組み、「管内市町村健康増進計画（第２次）」と連動させながら推進を図って

きた。  

①「生活習慣の改善」の領域 

  栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙、歯の健康の５分野 

②「生活習慣病の発生予防と重症化予防」の領域 

  がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の４分野 

③「こころの健康」の領域 

  こころの健康、認知症、休養（睡眠）の３分野 

   平成２９年度に中間評価を行い、その結果、改善がみられた指標の割合は全体の５５.７％となって

おり、分野別では、改善の割合が高いのは「飲酒」「歯の健康」「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）「喫煙」

「認知症」「循環器疾患」「糖尿病」であったが、悪化の割合が高い分野は「休養（睡眠）」「身体活動・

運動」「がん」であった。 

   中間評価を踏まえ、上記の重点課題３領域に加え、新たに「がん対策」を重点の取組に加え、引き続

き推進を図っている。 

 

（２）津軽地域 地域・職域保健連携推進事業 

当圏域は、働き盛りの人たちの健康課題の解決が喫緊となっていることから、市町村や保健所等で

実施している保健サービスと、職域で実施している保健事業について相互の連携を密にし、健康津軽

２１（第２次）計画における重点的な取組である生活習慣病の予防やメンタルヘルス対策について、

効果的な保健事業を推進するものである。 

 

ア 津軽地域 地域・職域保健連携推進協議会 

     新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、書面開催とした。 

     〇送付資料：①令和 3年度健康津軽 21（第 2次）評価指標一覧 

           ②令和 1～2年度弘前保健所の健康づくりに関する取組状況 

           ③「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に係る受動喫煙防止対策について 

           ④重点事業「中南地域喫煙対策から始める働く人の健康づくり推進事業」（令和 3

年度及び 4年度の取り組み内容） 
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（３）喫煙対策事業  

「健康津軽２１（第２次）」の今後の目指すべき姿と取組をもとに、喫煙による健康障害に対する知識

の普及啓発及び受動喫煙防止対策の推進を図る。 

ア 研修会・機会教育等実施状況  

未実施 

イ 空気クリーン施設・車の認証拡大 

（ア）空気クリーン施設の認証状況の把握・情報提供 

 ・管内市町村における空気クリーン施設・車の認証状況を把握した。 

（イ）喫煙の健康被害に関する知識の普及・啓発、空気クリーン施設のＰＲ 

 ･食品衛生協会の協力のもと食品衛生講習会の際に、空気クリーン施設認証制度のリーフレットを飲 

食店へ配布。 

  空気クリーン施設の現地調査の際、空気クリーン車のＰＲを実施。 

新規認証数：５８件（空気クリーン施設：２４施設 空気クリーン車：３４台） 

累計１，２３２件 

ウ 調査の集計・分析等 

＜市町村の喫煙対策自己点検調査＞ 

･調査結果を分析し、経年変化が分かるように資料としてまとめ、管内市町村へデータを還元した。 

＜妊婦喫煙状況の調査＞ 

･妊婦連絡票から、妊産婦の喫煙状況を収集・分析した。 

  エ 改正健康増進法の施行に伴う受動喫煙対策 

    健康増進法の一部が改正され、令和２年４月１日から建物内が原則禁煙となったことに伴う周知 

活動や既存特定飲食提供施設からの届出受理を行った。 

（ア）「食品衛生責任者講習会」を活用した周知活動 

   弘前地区 ３回実施 参加者 合計１５７人 

   南黒地区 １回実施 参加者    ３８人 

（イ） 既存特定飲食提供施設の届出数 

令和３年度 届出数 ６７件 （累計 ２７０件） 

 

（４）中南地域喫煙対策から始める働く人の健康づくり推進事業 

    管内事業所の受動喫煙防止対策や禁煙支援状況等を把握し、商工会議所と連携した、喫煙対策をき

っかけとする職域における健康づくりの推進を図る。 

 

ア 事業所における喫煙対策実施状況の把握 

     弘前商工会議所に加入している全事業所 2,551 ヵ所に対してアンケートを実施。対策が不十分

な業種や今後の支援の方向性について把握した。 

 

   イ 改正法を踏まえた受動喫煙防止対策の周知 

     第二種施設向けリーフレットを作成し、弘前商工会議所等の協力を得ながら約 5,660 ヵ所へ配

付し、改正法で義務付けられた受動喫煙防止対策を周知した。 

 

   ウ 事業所への支援 

     支援者のための禁煙支援研修会を開催した。 

     ＜1回目＞ 

     〇日 時 令和 3年 12月 22日（水）15:30～16:45 
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     〇場 所 弘前保健所 4階 中会議室（参加者は Zoomによるオンライン参加） 

     〇参加者 市町村職員、商工会議所職員、保健所職員 計 20名 

     〇内 容 講義「タバコの害と禁煙治療の実際について」 

           講師 ナルミ医院 院長 鳴海 晃 氏 

 

     ＜2回目＞※コロナ対応のため中止とした。予定していた内容は下記のとおり。 

     〇日 時 令和 4年 1月 17日（月）10:00～12:00 

     〇場 所 弘前保健所 4階 中会議室（参加者は Zoomによるオンライン参加） 

     〇内 容 講義・演習「動機づけ面接法を活用した禁煙支援について」 

           講師 青森県警察本部犯罪被害者支援室 心理専門官 冨岡 拓身 氏 

           ファシリテーター 弘前市健康増進課 主幹 鳴海 悦子 氏 

                    青森県総合健診センター 管理栄養士 佐々木 昌子 氏 

                    青森県中央児童相談所 主幹 鈴木 早苗 氏 

 

（５）特定健診・レセプトデータに関わる集計・分析（旧「市町村等「健活」推進のための地
域診断事業」）  

 当初、令和元年度分の集計・分析予定であったが、新型コロナウイルス感染症対応のため未実施と 

した。 
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（６）市町村健康づくり活動への支援  

ア 市町村健康づくり推進協議会等への参加 

 

 

市町村 協議会名 委員 委嘱期間 開催月日 出席者 内  容 

弘前市 
弘前市健康づく 

り審議会 
所長 

R2.7.25 

～R4.7.24 

R3.8.24 

R3.11.9 

コロナ対

応のため

欠席 

① 弘前市健康づくり推進審議会の概要に

ついて 

② 審議会の今後のスケジュールについて 

黒石市 
黒石市健康づく

り推進協議会 
所長 

R3.7.1 

～R5.6.30 
R3.8.3 

コロナ対

応のため

欠席 

① R２年度事業実績について 

② R３年度事業計画について 

③ いのち支える黒石市自殺対策行動計画

の進捗状況について 

④ 新型コロナウイルス感染症対策・ワク

チン接種状況について 

平川市 
平川市健康づく

り推進協議会 
所長 

R3.10.28 

～R4.3.24 

R3.10.28 山谷技師 

① 「第２次健康ひらかわ 21」令和 2年度

事業実績について 

② 令和 2年度健康づくり事業の実績等に 

ついて 

③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施について 

④ 新型コロナワクチン接種状況について 

R4.3.24  中止 

西目屋村 
西目屋村健康づ

くり推進協議会 
― ― ― ― ※実施なし 

藤崎町 
藤崎町健康づく

り推進協議会 
所長 

R3.8.1 

～R4.7.31 
R3.11.17 

三上専門員 

成田技師 

① 健康ふじさき 21第二次計画進捗状況

について 

② 令和 3年度保健事業計画 

大鰐町 
大鰐町健康づく

り推進協議会 
所長 

R3.5.12 

～R4.9.30 

R2.6月  中止 

R3.10.18 野坂技師 

① R２年度保健事業概要について 

② R３年度上半期実績報告及び下半期事

業計画について 

③ 次期健康増進計画策定について 

④ その他 

R4.2.16 書面開催 大鰐町自殺対策計画の進捗状況について 

田舎館村 
田舎館村健康づ

くり推進協議会 
所長 

R3.3.1 

～R5.2.28 
R3.11.29 欠席 

① 令和 2年度保健衛生事業報告について 

② 第 2期保健事業実施計画(データヘル

ス計画)・第 3期特定保健診査等実施

計画の令和 2年度報告について 

板柳町 
板柳町健康づく

り推進協議会 
所長 

R3.5.1 

～R5.4.30 

R3.5.7 小林技師  板柳町の健康づくりについて 

R4.3.30 欠席 

① 「板柳町いのちを支える自殺対策計

画」進捗状況 

② 「第 2期保健事業実施計画（データヘ

ルス計画）」の中間評価 

③ 板柳町保健計画「健康いたやなぎ 21

（第 2次）」の進捗状況 

④ 高齢者の保険事業と介護予防の一体化

実施事業の進捗状況 
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２ 母子保健事業  

（１）妊産婦支援体制整備事業  

虐待の発生予防として、育児の孤立化、育児不安の軽減に努め、母子保健の側面から地域養育支援体

制を整備することを目的とする。 

ア 産後うつ病の予防対策推進事業 

市町村及び医療機関に対し、エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）の普及を図り、併せて医師、

児童相談所、市町村の児童福祉・母子保健関係者等関係機関との検討会を開催し、産後の抑うつ状態

の早期発見を推進することを目的とする。 

  （ア）ＥＰＤＳの市町村・医療機関への普及推進会議（母子保健ネットワーク会議と併催） 

令和３年度版として更新した「ハイリスク妊産婦、未熟児等の連絡窓口担当者名簿」を市町村及

び医療機関へ配付し、産後うつ病の予防や早期発見のための活用について、働きかけた。 

  （イ）ケース検討会議（要保護児童対策地域協議会） 

     検討ケース無し 

 

イ 母子保健ネットワーク会議 

安全な妊娠、出産、子育てができる地域づくりのために、医療と保健で連携した支援を行う必要が

あることから、母子保健に係る市町村、医療機関の関係者が課題を共有し、検討する機会とする。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

（２）女性健康支援事業 

ア 女性健康相談事業 

女性がその健康状態に応じ的確に自己管理を行うことができるよう、気軽に相談できる体制を確

立することにより、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図る。 

   ・相談件数：電話相談１件 

   ・相談内容：不妊に関する相談 

    

      イ 特定不妊治療費助成事業   

不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精については、１回の治療費が高額でありその経済的負担

が重いことから、治療費の一部を助成し経済的負担の軽減を図る。 

   ・治療費助成承認件数：３７９件 
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（３）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業  

小児慢性特定疾病児童等に対して、適切な療育を確保するために、その疾病の状態及び療育の状況を

随時把握すると共に、その状況に応じた適切な指導を行い、日常生活における健康の保持増進及び福祉

の向上を図る。 

 

ア 小児慢性特定疾病医療受給者証交付と指導指示の状況            （人）  

番号 疾病区分 交付数 
医療意見書中指導指示有の

件数 

０１ 悪性新生物 ２８ ０ 

０２ 慢性腎疾患 １２ ０ 

０３ 慢性呼吸器疾患 １２ ０ 

０４ 慢性心疾患 ５９ ０ 

０５ 内分泌疾患 ４５ ０ 

０６ 膠原病 ８ ０ 

０７ 糖尿病 １７ ０ 

０８ 先天性代謝異常 ３ ０ 

０９   血液疾患 ９ ０ 

１０ 免疫疾患 ２ ０ 

１１ 神経・筋疾患 ２３ ０ 

１２ 慢性消化器疾患 ２５ ０ 

１３ 
染色体又は遺伝子に 

変化を伴う症候群 
６ ０ 

１４ 皮膚疾患 ２ ０ 

１５ 骨系統疾患 ４ ０ 

１６ 脈管系疾患 ２ ０ 

合計 ２５７ ０ 

    （令和３年度弘前保健所小児慢性特定疾病医療受給者証交付件数及び療育指導件数）           

 

イ 療育指導   

（ア） 所内相談 ①新規交付時面接相談：１件 ②随時相談：０件 ③電話相談：１件 

（イ）訪問指導 １件 
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（４）小児慢性特定疾病医療受給者証交付状況 

治療が極めて困難で長期にわたる小児の特定疾患についての治療研究を推進し、その医療の確保と

普及を図るとともに、患者家族の医療費の負担軽減を図るため、当該小児に対し小児慢性特定疾病医

療受給者証を交付している。 

(人) 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  

悪
性
新
生
物 

慢
性
腎
疾
患 

慢
性
呼
吸
器
疾
患 

慢
性
心
疾
患 

内
分
泌
疾
患 

膠
原
病 

糖
尿
病 

先
天
性
代
謝
異
常 

血
液
疾
患 

免
疫
疾
患 

神
経
・
筋
疾
患 

慢
性
消
化
器
疾
患 

染
色
体
又
は
遺
伝
子
に 

変
化
を
伴
う
症
候
群 

皮
膚
疾
患 

骨
系
統
疾
患 

脈
管
系
疾
患 合

計 

弘前市 12 7 11 45 30 2 7 2 5 0 14 12 2 2 4 1 156 

黒石市 2 0 0 5 7 1 4 0 2 0 2 4 2 0 0 0 29 

平川市 7 3 0 5 4 1 4 1 0 1 6 3 2 0 0 0 37 

西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

藤崎町 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 

大鰐町 5 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 12 

田舎館村 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 

板柳町 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 11 

合 計 28 12 12 59 45 8 17 3 9 2 23 25 6 2 4 2 257 

                 （令和３年度弘前保健所小児慢性特定疾病医療受給者証交付件数） 

 

（５）小児慢性特定疾病児童手帳（ひまわり手帳）交付事業   

小児慢性特定疾病医療費助成制度の公費負担を受けている児童に対し、本人の健康状態の記録・かか

りつけ医療機関の連絡先等を記入できる手帳を交付し、患児の福祉の増進に寄与している。             

  （人） 

 

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

合
計 

悪
性
新
生
物 

慢
性
腎
疾
患 

慢
性
呼
吸
器
疾
患 

慢
性
心
疾
患 

内
分
泌
疾
患 

膠
原
病 

糖
尿
病 

先
天
性
代
謝
異
常 

血
液
疾
患 

免
疫
疾
患 

神
経
・
筋
疾
患 

慢
性
消
化
器
疾
患 

染
色
体
又
は
遺
伝
子
に 

変
化
を
伴
う
症
候
群 

皮
膚
疾
患 

骨
系
統
疾
患 

脈
管
系
疾
患 

件数 ６ ０ ０ ７ ４ ０ ０ １ ２ ０ ４ ４ ０ ０ ０ ０ ２８ 

        （令和３年度弘前保健所小児慢性特定疾病医療受給者証交付件数） 
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（６）先天性代謝異常等検査 

フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常、先天性甲状腺機能低下及び先天性副腎過形成症は、放置

すると知的障害等の心身障害をきたすため、新生児期に血液によるマス・スクリーニング検査を行い、

異常を早期に発見することにより、後の治療とあいまって障害の発現を防止することを目的に実施し

ている。 

令和３年度要精検者のうち、保健所から保護者への受診勧奨が必要なケースはなく、年度内に報告を

受理した要精検者については、１ヶ月以内に精密検査を受診していた。 

（弘前市：４件、黒石市：１件、平川市：１件、藤崎町：１件／全７件） 

 

（７）妊婦連絡票等実施状況   

安全な妊娠、出産環境を構築し、子どもの健全な育成に資するため、医療と保健の連携体制の一層

の充実強化を図ることにより、妊娠初期から産褥期まで、妊産婦及びその家族に対し一貫した支援を

行うことを目的として、妊産婦情報共有システムが構築されている。 

市町村別 

妊娠

届出

数

(Ａ) 

妊婦連絡

票提出数   

(Ｂ)      

(Ｂ÷Ａ) 

妊婦保健指

導報告書   

発行数     

(Ｃ)       

(Ｃ÷Ｂ) 

指導

方法  

合計 

窓口

指導 

訪問

指導 

電話

指導 

その

他 

要連絡・

指導妊産

婦連絡票

受理数  

(Ｄ) 

妊産婦保健

指導結果連

絡票発行数  

(Ｅ) 

(Ｅ÷Ｄ)       

妊婦連絡票

の提出はな

いが、保健

指導した数     

(Ｆ)       

(Ｆ÷Ａ) 

弘 前 市 869 
865 865 

865 865 0 0 0 90 
97 4 

99.5% 100.0% 107% 0.46% 

黒 石 市 152 
151 151 

151 150 1 0 0 18 
16 1 

99.3% 100.0% 100% 0.65% 

平 川 市 153 
153 153 

153 153 0 0 0 12 
17 9 

100.0% 100.0% 141% 5.8% 

西目屋村 6 
6 6 

6 6 0 0 0 0 
1 1 

100.0% 100.0% 0% 16.6% 

藤 崎 町 89 
89 89 

89 89 0 0 0 6 
7 0 

100.0% 100.0% 116% 0% 

大 鰐 町 20 
20 20 

20 20 0 0 0 1 
2 0 

100.0% 100.0% 200% 0% 

田舎館村 42 
42 42 

42 41 0 1 0 4 
5 0 

100.0% 100.0% 125% 0% 

板 柳 町 56 
56 56 

56 56 0 0 0 4 
5 0 

100.0% 100.0% 125% 0% 

計 1,388 
1,382 1,352 

1,382 1,380 1 1 0 135 
150 15 

99.8% 100.0% 111% 1.0% 

                   (令和３年度妊産婦情報共有システム実施状況報告より) 
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（８）未熟児等訪問指導状況 

未熟児は、その未熟児性から疾病にもかかりやすく、心身の障害を残すことがあり、未熟児を養育す

る保護者の不安等も強いことから、未熟児等訪問指導を通じて養育支援を適切に進めるために関係機

関との情報共有、連携体制の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (令和３年度未熟児情報システム実施状況報告より) 

                        

（９）令和３年度１歳６か月児健康診査実施状況   

ア 一般健診   

受診率が管内平均より低い市町村は、西目屋村である。 

 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率（％） 

弘 前 市 1,012  946  93.5  

黒 石 市 153  152  99.3  

平 川 市 159  156  98.1  

西 目 屋 村 8  7  87.5  

藤 崎 町 96  96  100.0  

大 鰐 町 33  33  100.0  

田 舎 館 村 61  59  96.7  

板 柳 町 65  65  100.0  

管 内 計 1,587  1,514      95.4  

 
 

1,000ｇ
未満

1,000～
1,500g
未満

1,500～
2,000g
未満

2,000～
2,500g
未満

2,500g
以上

1,000ｇ
未満

1,000～
1,500g
未満

1,500～
2,000g
未満

2,000～
2,500g
未満

2,500g
以上

1,000ｇ
未満

1,000～
1,500g
未満

1,500～
2,000g
未満

2,000～
2,500g
未満

2,500g
以上

弘前市 75 37 49 4 2 4 1 0 0 0 4 12 3 0 0 1 15 3 54

黒石市 13 7 9 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 1 9

平川市 16 3 10 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 1 11

西目屋村 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

藤崎町 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

大鰐町 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

田舎館村 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

板柳町 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2

計 122 58 79 5 3 5 1 0 0 1 6 20 4 0 0 4 22 8 86

市町村名

低出生
体重
児数

未熟児等
出生

連絡票
受理数

在　胎　週　数　別　出　生　時　体　重
未熟児等
訪問指導
連絡票
発行数

（再掲）
未熟児
養育
医療

申請数

妊 娠 34 週 未 満 妊 娠 34 ～ 37 週 未 満 妊 娠 37 週 以 上
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イ 歯科健診 

  1人あたりのむし歯本数が管内平均より多い市町村は、弘前市、藤崎町である。 

 
対象者数（人） 受診者数（人） 

むし歯の総数
（本） 

１人あたりの 
むし歯本数 

弘 前 市 1,012  876  23  0.03  

黒 石 市 153  152  2  0.01  

平 川 市 159  156  2  0.01  

西 目 屋 村 8  7  0  0.00  

藤 崎 町 96  96  8  0.08  

大 鰐 町 33  33  0  0.00  

田 舎 館 村 60  58  0  0.00  

板 柳 町 65  65  0  0.00  

管 内 計 1,586  1,513  35  0.02  

 

 

（１０）令和３年度３歳児健康診査実施状況 

ア 一般健診 

  受診率が管内平均より低い市町村は、弘前市、大鰐町、田舎館村である。 

 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率（％） 

弘 前 市 1,247  1,170  93.8  

黒 石 市 153  153  100.0  

平 川 市 182  179  98.4  

西 目 屋 村 13  13  100.0  

藤 崎 町 114  114  100.0  

大 鰐 町 47  43  91.5  

田 舎 館 村 52  48  92.3  

板 柳 町 65  65  100.0  

管 内 計 1,873  1,785  95.3  

 

 

イ 歯科健診 

  1人あたりのむし歯本数が管内平均より多い市町村は、黒石市、藤崎町、大鰐町である。 

 
対象者数（人） 受診者数（人） 

むし歯の総数
（本） 

１人あたりの 
むし歯本数 

弘 前 市 1,137  1,098  562  0.51  

黒 石 市 153  153  123  0.80  

平 川 市 182  179  94  0.53  

西 目 屋 村 13  13  0  0.00  

藤 崎 町 114  114  76  0.67  

大 鰐 町 43  43  34  0.79  

田 舎 館 村 52  48  26  0.54  

板 柳 町 65  65  24  0.37  

管 内 計 1,759  1,713  939  0.55  
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３ 健康増進事業  
 
（１）各種検診等実施状況 
ア 歯周疾患検診 （令和２年度地域保健・健康増進事業報告より）            （人） 

市町村名 受診者数 
指導区分別人員 

要精検 要指導 異常を認めず 

弘 前 市 901 695 138 68 

黒 石 市 164  54 91 14 

平 川 市 162  67 84 11 

西 目 屋 村   4 0 3 1 

藤 崎 町  56 17 31 6 

大 鰐 町  27 9 11 7 

田 舎 館 村  47 20 22 5 

板 柳 町   7 4 1 2 

管 内 計 1,368 866 381 114 

  ※「指導区分」には計数不詳の市町村があるため、受診者数と指導区分の計が一致しない 

   場合がある。 

 

イ 骨粗鬆症検診 （令和２年度地域保健・健康増進事業報告より）            （人） 

市町村名 受診者数 
指導区分別人員 

要精検 要指導 異常を認めず 

弘 前 市 486 29 115 342 

黒 石 市 92 9 24 59 

平 川 市 193 14 35 144 

西 目 屋 村 8 0 1 7 

藤 崎 町 0 0 0 0 

大 鰐 町 80 7 37 36 

田 舎 館 村 40 4 14 22 

板 柳 町 70 11 26 33 

管 内 計 969 74 252 643 

  ※「指導区分」には計数不詳の市町村があるため、受診者数と指導区分の計が一致しない 

   場合がある。 
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ウ その他の健康増進事業 （令和２年度地域保健・健康増進事業報告より）  

（ア）健康教育                                   （人） 

市町村名 

個別健康教育 
集団健康教育 

高血圧 脂質異常症 糖尿病 喫煙 

実施者数 実施者数 実施者数 実施者数 開催回数 延参加者数 

弘 前 市 0 0 0 0 55 1,207 

黒 石 市 0 0 0 0 124 323 

平 川 市 0 0 0 0 31 146 

西 目 屋 村 0 0 0 0 0 0 

藤 崎 町 0 0 0 0 6 7 

大 鰐 町 0 0 0 0 22 65 

田 舎 館 村 0 0 0 0 27 642 

板 柳 町 0 0 0 0 17 430 

管 内 計 0 0 0 0 282 2,819 

 

(イ) 健康相談                                    （人） 

市町村名 
重点健康相談 総合健康相談 

開催回数 延参加者数 開催回数 延参加者数 

弘 前 市 13 16 4 35 

黒 石 市 0 0 3 6 

平 川 市 0 0 30 705 

西 目 屋 村 0 0 28 28 

藤 崎 町 27 105 2 2 

大 鰐 町 16 197 56 56 

田 舎 館 村 0 0 24 300 

板 柳 町 37 1,472 26 36 

管 内 計 93 1,790 173 1,168 

 

(ウ) 訪問指導                       （人） 

市町村名 被訪問指導実人員 被訪問指導延人員 

弘 前 市 20 21 

黒 石 市 3 3 

平 川 市 105 128 

西 目 屋 村 27 41 

藤 崎 町 31 37 

大 鰐 町 6 7 

田 舎 館 村 279 302 

板 柳 町 51 66 

管 内 計 522 605 
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４ 歯科保健事業  

（１）８０２０運動推進特別事業 

 乳幼児期からの口腔保健の重要性や生活習慣病との関係性について、保健指導にあたる市町村や児

童福祉施設の栄養士・管理栄養士の関心を高める。また、地域住民の歯科保健における関心を高め、歯

周病の予防と適切な歯科受診につなげる。 

 令和３年度は実績無し。 

 

（２）親と子のよい歯のコンクール  

子や保護者及び地域社会の歯科保健への関心を高めるため、健康な歯を持つ親と子を表彰し、地域の

親子歯科保健の推進を図る。 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止） 

 

５ 栄養改善指導事業  

（１）給食施設栄養管理指導事業 

特定給食施設等に対し、喫食者に適切な栄養管理が実施されるよう施設を巡回して必要な指導及び

助言を行う。また、給食従事者に対し研修会を開催する。 

 

ア 巡回指導 

３年度 指定給食施設 特定給食施設 

特定多数人に対して継続
的に食事を供給する施設 

（特定給食施設を除く） 総計 

栄養士の配置の有無 有 無 有 無 有 無 

巡回指導対象施設数 ３ ０ ７３ ４ １２２ ２３ ２２５ 

巡回指導延施設数 ０  ３ ０ １７ ２ ２２ 

指導率（％） ０  ４．１ ０ １３．９ ８．７ ９．８ 

施設来所延指導数 ０  ０ ０ ０ ０ ０ 

電話による相談数 ０  ６ ０ １２ ２ ２０ 

 

イ 研修会 

  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため開催を中止した。 

 

（２）市町村栄養改善業務支援事業  

市町村健康増進計画等の企画・立案及び地域住民を対象とした栄養相談等の栄養改善業務に従事す

る管理栄養士等による連絡調整や情報交換、研修を行う。 
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ア 連絡調整会議 

開催日時 令和３年８月２０日（金）１３：３０～１５：３０ 

対 象 者 管内市町村行政栄養士 

参加者数 １１人 

参加者内訳 市町村行政栄養士５市町村８人、保健所職員３人 

内  容 

＜ 会議及び情報交換 ＞ 

① 令和３年度の新規事業・重点事業、栄養改善業務の進捗状況等について 

② 情報交換 

 

 

 

イ 研修会 

  新型コロナウイルス感染症対応のため開催を中止した。   

 

ウ その他市町村事業に対する支援 

市町村名 具体的な内容 

藤崎町 

藤崎町食生活改善推進員養成講座講師（１回） 

講師：健康増進課 阿保主査 

参加者：４人 

田舎舘村 

田舎館村食生活改善推進員養成講座講師（１回） 

講師：生活衛生課 原主査 

健康増進課 阿保主査 

参加者：６人 
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（３）食生活改善推進員の育成  

ア 弘前保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 

管内市町村食生活改善推進員の活動について、連絡調整や情報交換、研修を行い、地域における

食生活改善活動の効果的な実施を推進する。 

 

イ 管内市町村食生活改善推進員会 会員数 

市町村名 
会員数（人） 

令和３年６月１日現在 

会員数（人） 

令和２年６月１日現在 

弘 前 市 １３６  １５６  

黒 石 市 １３５  １４４  

平 川 市 １１３  １２４  

西目屋村 １１ １１  

藤 崎 町 ２２  ３０  

大 鰐 町 ４７  ５４  

田舎館村 ３２  ２７  

板 柳 町 ２８  ３０  

合  計 ５２４  ５７６  

 

ウ 管内市町村食生活改善推進員養成講座実施状況 

    弘前市、平川市、藤崎町、田舎館村 

 

（４）青森のおいしい健康応援店認定事業 

平成１２年から実施してきた外食栄養成分表示店定着促進事業を廃止し、平成２７年２月から県内

（青森市除く）で新規事業として実施している。本事業は、「肥満予防」、「食塩摂取量の減少」、「野菜

摂取量の増加」に配慮した食事メニューの提供を行う飲食店、惣菜店から申請があった場合に「青森の

おいしい健康応援店」として認定し、県民が外食等を利用する際に適切なメニューを選択できる食環境

の整備を推進する。 

 
認定店舗数 ２５件 
 

（５）健康増進法及び食品表示法に基づく表示の指導及び相談  

栄養成分表示や特別用途表示、誇大表示の禁止等、健康増進法及び食品表示法に基づき、事業者によ

る食品または広告等の表示に対し相談・指導を行う。 

 

指導及び相談件数  延べ ９２件 
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６ 精神保健福祉関係 

（１） 通報状況                               （人） 

 

（２） 措置入院患者の状況 

 ア 措置入院患者                           (人) 

令和２年度末患者数 令和３年度新規患者 令和３年度解除患者 令和３年度末患者数 

7 26 29 4 

 

 イ 新規措置入院患者数の推移                        （人） 

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

新規措置入院患者 5 10 5 20 27 26 

 

 

(３) 医療状況(管内精神病院の入院患者数) 

ア 入院形態別患者年度末人数 (精神科病院月報から)   

(人) 

  区分 入  院 

年度 措 置 医療保護 任 意 その他 合 計 

Ｒ３ 4 497 170 10 681 

Ｒ２ 7 500 227 0 734 

Ｒ１ 4 495 247 1 747 

 

  

区   分 
申請 

通報 

調査により診察

の必要がないと

認めた者 

診 察 を 受 け た 者 

精 神 障 害 者 

精神障害者で 

なかった者 
法第 29条該当 

症状の者 

法第 29条該当 

症状でなかった

者 
入院 その他 

一 般 の 申 請  1 0 0 1 0 0 

警 察 官 の 通 報  32 0 6 23    3 0 

検 察 官 の 通 報  5 0 3 2 0 0 

保護観察所長の通報  0 0 0 0 0 0 

矯正施設の長の通報  5 0 5 0 0 0 

病院の管理者の届出  0 0 0 0 0 0 

医療観察法の対象者  0 0 0 0 0 0 

合計(令和３年度) 43 0 14 26 3 0 
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イ 病名別患者年度末人数 (精神科病院月報から)                       (人) 

年度 
Ｒ３ Ｒ２ Ｒ１ 

区分 

Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害 185 213 231 

  Ｆ００ アルツハイマー病型認知症     113 125 137 

  Ｆ０１ 血管性認知症 21 21 11 

  Ｆ０２－０９  上記以外の症状性を含む器質性精神障害 51 67 83 

Ｆ１ 精神作用物質による精神及び行動の障害 18 15 15 

  Ｆ１０ アルコール使用による精神及び行動の障害 18 15 14 

  覚醒剤による精神及び行動の障害 0 0 0 

  
アルコール、覚醒剤を除く精神作用物質使用による精神 

及び行動の障害 
0 0 1 

Ｆ２ 統合失調症、統合失調症障害及び妄想性障害 374 408 397 

Ｆ３ 気分（感情）障害 38 48 52 

Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害 9 14 12 

Ｆ５ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群  1 2 2 

Ｆ６ 成人のパーソナリティおよび行動の障害 0 2 2 

Ｆ７ 精神遅滞（知的障害） 26 19 21 

Ｆ８ 心理的発達の障害 12 6 10 

Ｆ９ 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 

   及び特定不能の精神障害 
2 2 1 

てんかん（Ｆ０に属さない計上） 3 4 4 

その他 13 1 0 

計 681 734 747 
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（４）通院医療状況 

疾病別患者数では、統合失調症（Ｆ２）が全体の３０．７％、気分障害（Ｆ３）が２７．５％ 

で、この２つで全体の６割を占めている。                             （人） 

市町村別 

Ｆ０ 
症状性を

含む器質
性精神障
害 

 
 

Ｆ１ 
精神作用

物質使用
による精
神及び行

動の障害 
 

Ｆ２ 

統合失調
症、統合
失調症型

障害及び
妄想性障

害 

 

Ｆ３ 
気分障害 

 
 
 

 
 

Ｆ４ 
神経症性

障害、スト
レス関連
障害及び

身体表現
障害 

Ｆ５ 
生理的障

害及び身
体的要因
に関連し

た行動症
候群 

Ｆ６ 
成人の人

格及び行
動の障害 

 

 
 

Ｆ７ 
精神遅滞 

 
 
 

 
 

Ｆ８ 
心理的発

達の障害 
 
 

 
 

Ｆ９ 
小児期及

び青年期
に通常発
症する行

動の障害
等 

Ｇ４０ 
てんかん 

 
 
 

 
 

その他 
分類 不明 

 
 
 

 
 

合  計 

弘 前 市  178  106 1,070  1,023 250 16 40 69 261 102 293 133 3,541 

黒 石 市   52  11   171   145  52  2  3 11 31 19  48  24   569 

平 川 市   43  13   170   134  43  2  3 18 37 16  46  32   557 

西目屋村    2   1     7     1   3  0  0  1  1  1   1   0    18 

藤 崎 町   23   6    81    69  19  0  2  3  18  5   21  11   258 

大 鰐 町   10   4    53    37   6  1  2  9  3  3   10   5   143 

田舎館村    6   3    30    27   5  3  0  2  13  2   5   5   101 

板 柳 町   22   4    82    52  16  0  3  4  10  3  20  15   231 

合 計 336 148 1,664 1,488 394 24 53 117 374 151 444 225 5,418 

令和４年３月３１日現在 

（５）精神障害者保健福祉手帳所持者数 

所持者数の割合で見ると、１級２３．５％、２級６３．１％、３級１３．４％となっている。 

（人） 

市町村別 １級 ２級 ３級 計 

弘 前 市 479 1,390 290 2,159 

黒 石 市  69   212  46   327 

平 川 市  90   188  45   323 

西 目 屋 村   5     6 －    11 

藤 崎 町  45   101  23   169 

大 鰐 町  22    54   8    84 

田 舎 館 村  17    40   4    61 

板 柳 町  36    62  18   116 

合 計 763 2,053 434 3,250 

令和４年３月３１日現在 

（６）精神保健福祉相談（定期・随時・電話・訪問）  

相談内容は、受診及び入院に関する相談が多かった。 

ア 相談開設日及び従事者 

 定  期  相  談  【予約制】 定期外相談・電話相談 

開 設 日 

偶数月 第２木曜日、第４木曜日 

奇数月 第３ 金曜日 

 ※受付 １３：００～１４：００  

随   時 

従 事 者 

嘱託医  

・弘前愛成会病院   院長    田﨑 博一 

 ・藤代健生病院    副院長  千石 利広 

 ・聖康会病院     院長     齋藤 文男 

保健師  

保 健 師 
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イ 相談内容                                                                   （人） 

 

 

令

和

３

年

度 

相 

談 

件 

数 

主 な 相 談 内 容  

令 

和 

２ 

年 

度 

受
診
・
入
院
に
つ
い
て 

通
院
・
服
薬
指
導
に
つ
い
て 

生
活
指
導
に
つ
い
て 

経
済
的
問
題
に
つ
い
て 

性
格
・
行
動
上
に
つ
い
て 

患
者
へ
の
接
し
方
に
つ
い
て 

ア
ル
コ
ー
ル
に
つ
い
て 

薬
物
に
つ
い
て 

人
間
関
係
に
つ
い
て 

施
設
入
所
に
つ
い
て 

社
会
復
帰
に
つ
い
て 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て 

ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て 

自
殺
関
連 

そ
の
他 

合

計 
759 171 31 60 18 15 22 10 0 26 6 3 1 6 22 368 917 

定

期 

27 

(17) 
7 2 0 0 1 9 3  0 0 0 1 0 1 3 0 

20 

(12)  

随

時 

28 

(25) 
11 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 6 2 

56 

(30) 

電

話 
565 121 18 30 16 13 11 3 0 25 6 1 1 4 9 307 695 

訪

問 
139 32 10 30 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4 59 146 

＊（ ）内の数値は実数  

 

ウ 定期・随時相談の相談者内訳（延数） 

令和３年度 

相談件数 
本人 

家族等 

配偶者 父・母 同胞 子 その他 

55 9 3 15 2 7 19 

 

エ 定期・随時相談の相談経路（件数） 

令和３年度 

相談件数 
自発来所 

関係機関の紹介 
その他 

市町村 医療機関 警察署 その他 

55 25 4 1 10 9 6 

 
 

（５）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業 

精神障害者本人及び家族が、住み慣れた地域で自分らしい生活を実現できる地域を目指し、保健・医

療・福祉等の支援関係者が連携し、長期入院者の地域移行を進めるための支援体制を構築する。 

ア 精神障がい者の地域移行支援検討チーム会議（１回） 

開催年月日 

令和３年８月３１日（火） 

※当初は年２回開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症対応のため１回のみ 

開催。 

場  所 オンライン開催 

出 席 者 
精神科病院５カ所、一般相談支援事業所１１か所、管内８市町村障害福祉所管課等、 

弘前保健所 

内   容 管内の精神障がい者の地域移行支援の推進に向けた取り組みについての協議 等 
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イ 精神障がい害者の地域移行に関する研修会（地域生活支援広域調整会議） 

※下記のとおり開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症対応のため中止とした。 

開催年月日 出席者 内      容 

令和３年 

１２月２３日

（木） 

管内精神科病院、

相談支援事業所、

市町村（障害・保

健・介護・生活福

祉）、包括支援セ

ンター、他保健所

等 

約５０人 

１ 情報提供 

 「長期入院患者の現状と当圏域の取り組みについて」 

弘前保健所 健康増進課 

２ 講演「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築と

地域移行支援の具体的展開 ～高齢精神障害者の地

域移行支援から生活支援へ～」 

    講師 地域生活支援センターすみよし  

       主任相談支援専門員 山口麻衣子 

３ ビデオ上映 

  「前略 退院しました ～精神障がいをもちながら 

自分らしい生活を取り戻した私たち～」 

４ ピアサポーターの語り 

「ピアサポーターとして活動する私たちの語り ～心の病

を持つ私たちから支援者へのメッセージ～」 

語り手 弘前ピアサポーター「だんだん」の会 

５ 意見交換・情報共有 

 「参加した感想や日頃感じていること、課題等の共有」 

助言者 地域生活支援センターすみよし  

       主任相談支援専門員 山口麻衣子 

  

ウ 精神障がい者ピアサポーター活動 

（ア）精神障がい者ピアサポーター養成講座 

開催年月日 出席者 内      容 

令和３年 

１０月３０日

（土）、３１日

（日） 

当事者２３人 

支援者９人 

計３２人 

（当事者両日 

参加は２０人） 

① 講義「ピアの基礎知識とリカバリーについて」他 

② グループワーク等 

ファシリテーター 密着アドバイザー 川村和康 

講師 健生病院サポーターセンター副センター長  

三浦暢子  

     相談支援センターなごみ相談支援専門員 川村 志穂 

     弘前愛成会病院 作業療法士 小山内 啓 

 

 （イ）精神障がい者ピアサポーターミーティング 

回 数 出席者 内     容 

奇数月第２（金） 

17:30～19:00 計３回 

（１月、３月は中止） 

ピアサポーター養成講座

受講者や支援者等 

ピアサポーター活動についての話し合い

等 
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（６）自殺対策事業  

 ア 自殺対策地域ネットワーク会議 

各地域の特性に応じた包括的な自殺対策の推進に向け、関係機関のネットワークを強化することで、

社会全体の自殺リスクを低下させることを目的に実施している。 

※ 新型コロナウイルス感染症対応のため中止 

 

イ 自殺及び自殺未遂者調査 

 消防署の協力を得て、自殺及び自殺企図者の実態を把握し、自殺対策に役立てることを目的に実 

施している。 

 

ウ 個別支援 

・対応ケース：訪問３件（実数２人）、電話９件（実数７人） 

・事例検討会：実施なし  

 

  エ 管内市町村自殺対策計画策定に対する支援等 

管内市町村名 参加回数 会議名称 

弘 前 市 １回 弘前市自殺対策連絡会議 

黒 石 市 ０回  

平 川 市 ０回  

西目屋村 ０回  

藤 崎 町 ０回  

大 鰐 町 ０回  

田舎館村 ０回  

板 柳 町 ０回  

 

（７）連携組織に対する支援  

 精神障害者家族会等  

  家族会等組織が自立した活動を継続できるよう、地域家族会に対し、自主的な会運営の推進のた

めに、随時相談等で対応した。 



 - 76 - 

（８）ケース処遇に関する会議  

ア 精神障害者地域ケア会議 

精神障害者及びその家族に対し、その状態に応じた適切な支援をするために医療機関・福祉事務

所等その他関係機関と処遇について検討や協議を行った。 

・開催回数：１８回（１４ケース） 

 

イ 心神喪失者等医療観察法に係るケア会議 

心神喪失者等医療観察法に基づく処遇、退院後の処遇等について、医療機関、青森保護観察所、

市町村等の関係機関と協議、検討を行う。 

   ・開催回数：２回（１ケース） 

 

（９）精神科病院に対する実地指導について   

新型コロナウイルス感染防止の観点から実地審査については実施せず、障害福祉課において５医

療機関に対して書面（自己点検票等）による調査・指導が行われた。  

 

（１０）津軽地域精神科救急医療システム稼働状況  

救急当番病院は当地域には４病院あり、休日・夜間の精神科救急に対応している。受診にあたっ

てはかかりつけ医療機関を優先として実施している。精神疾患のため緊急に医療を必要としている

精神障害者が受療しているが、診察の結果１６．５％が入院医療を必要としている。 

 

病 院 名 令和３年度 
内  訳 

令和２年度 
電話のみ 来  院 入  院 

弘前愛成会病院 ４６３ ３６６ ３５ ６２ ４６６ 

藤 代 健 生 病 院 ６８ ０ ４１ ２７ ６５ 

聖 康 会 病 院 ３ ０ ３ ０ ０ 

黒石あけぼの病院 ２３ １７ ３ ３ １６ 

合   計 ５５７ ３８３ ８２ ９２ ５４７ 

 

（１１）津軽地域精神科救急医療システム連絡調整委員会  

津軽地域の救急医療システムの円滑な運営を図るために、医師会、医療機関、警察署、消防本部

をメンバーとする連絡調整委員会を開催している。 

弘前保健所管内において、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていたことから、会議開催を中

止した。 

開催予定年月日 構成委員 内    容 

令和４年 

２月１６日(水) 

医師会・医療機関 

           ６人 

警察署   ３人 

消防本部  １人 

議題（予定） 

（１）津軽地域精神科救急医療システム事業実績について 

（２）精神科救急医療システムの運営に係わる現状と課題 

について 

 



 - 77 - 

７ 難病関係 

（１） 指定難病の医療費助成制度 

難病のうち、治療方法が確立していないなど治療が極めて困難で、症状も慢性に経過し、後遺症を

残すことが少なくなく、そのうえ社会復帰が難しく医療費も高額なため、経済的な問題や介護等家庭

的にも精神的にも負担の大きい疾病であり症例が少ないことから、全国的規模での研究が必要な疾病

を特定疾患と定義し、そのうち５６疾病を公費負担の対象としていた。 

平成２７年１月からは「難病の患者に対する医療等に関する法律」（難病法）が施行され、医療費助

成の対象となる指定難病はこれまでの５６疾病から１１０疾病へとなり、平成２７年７月からは 

３０６疾病、平成２９年４月からは３３０疾病、平成３０年４月からは３３１疾病、令和元年７月か

らは３３３疾病、令和３年１１月からは３３８疾病となっている。 

 

＜令和３年度弘前保健所指定難病受給者証交付件数＞ 

 

  次ページのとおり。 
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疾　患　名 弘前市 黒石市 平川市 西目屋村 藤崎町 大鰐町 田舎館村 板柳町 総計
IgＡ 腎症 18 2 2 1 23
ＩｇＧ４関連疾患 4 1 1 1 7
α1－アンチトリプシン欠乏症 1 1
アイカルディ症候群 1 1
ウィルソン病 2 1 3
エーラス・ダンロス症候群 1 1
オスラー病 3 1 1 5
クッシング病 1 1 1 3
クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 1 1 2
クローン病 68 11 8 7 5 6 3 108
サルコイドーシス 38 11 7 2 3 61
シェーグレン症候群 12 4 4 2 1 1 2 26
シャルコー・マリー・トゥース病 1 1
スティーブンス・ジョンソン症候群 1 1
パーキンソン病 194 43 48 2 16 16 7 16 342
バージャー病 2 1 3
ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 2 2
ファロー四徴症 1 1
プラダー・ウィリ症候群 1 1
ベーチェット病 44 8 7 2 4 5 2 72
マルファン症候群 2 2
ミトコンドリア病 2 2
もやもや病 12 1 2 1 1 17
ライソゾーム病 1 1 2
リンパ脈管筋腫症 1 1 2
悪性関節リウマチ 10 1 1 2 2 16
遺伝性ジストニア 1 1
一次性ネフローゼ症候群 22 4 3 1 3 1 2 36
一次性膜性増殖性糸球体腎炎 1 1 2
遠位型ミオパチー 1 1 2
黄色靱帯骨化症 6 2 1 1 10
下垂体性ADH分泌異常症 6 1 1 1 9
下垂体性PRL分泌亢進症 4 4
下垂体性TSH分泌亢進症 1 1
下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 11 1 1 2 15
下垂体前葉機能低下症 38 11 4 2 4 1 60
家族性地中海熱 2 1 3
完全大血管転位症 1 1
球脊髄性筋萎縮症 6 6
巨細胞性動脈炎 2 2
強直性脊椎炎 7 1 1 1 1 11
筋ジストロフィー 10 7 1 4 22
筋萎縮性側索硬化症 18 5 1 24
結節性硬化症 1 1
結節性多発動脈炎 1 2 1 4
顕微鏡的多発血管炎 12 1 1 1 1 16
原発性抗リン脂質抗体症候群 1 1 2
原発性側索硬化症 2 2
原発性胆汁性胆管炎（原発性胆汁性肝硬変） 17 3 2 1 1 2 1 27
原発性免疫不全症候群 1 1 2
後縦靱帯骨化症 92 14 13 1 7 8 1 8 144
後天性赤芽球癆 3 1 1 5
好酸球性消化管疾患 2 2
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 13 1 1 1 1 17
好酸球性副鼻腔炎 59 11 13 3 8 2 4 100
広範脊柱管狭窄症 2 1 1 4
抗糸球体基底膜腎炎 1 1
高安動脈炎 7 3 1 1 12
混合性結合組織病 16 6 5 1 2 30
再生不良性貧血 13 2 4 1 1 21
再発性多発軟骨炎 1 1
自己免疫性肝炎 5 1 6
自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 1 1
若年性特発性関節炎 4 4
若年発症型両側性感音難聴 1 1
修正大血管転位症 1 1
重症筋無力症 26 5 6 2 2 41
色素性乾皮症 1 1
神経細胞移動異常症 1 1
神経線維腫症 3 2 1 6
進行性核上性麻痺 7 1 2 1 1 1 1 14
進行性骨化性線維異形成症 1 1
成人スチル病 11 1 1 1 1 15
脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く) 55 10 4 5 4 6 84
先天性副腎皮質酵素欠損症 2 2
前頭側頭葉変性症 1 1
全身性アミロイドーシス 7 1 1 1 10
全身性エリテマトーデス 112 20 20 3 4 3 6 168
全身性強皮症 43 8 11 1 4 3 2 5 77
多系統萎縮症 13 2 1 2 2 20
多発血管炎性肉芽腫症 1 1 1 3
多発性硬化症／視神経脊髄炎 38 4 8 6 2 3 61
多発性嚢胞腎 17 2 1 1 1 22
大脳皮質基底核変性症 5 1 1 7
大理石骨病 1 1
単心室症 1 2 1 4
胆道閉鎖症 2 2
潰瘍性大腸炎 174 33 28 2 11 4 11 18 281
天疱瘡 5 1 2 1 9
特発性拡張型心筋症 11 1 6 4 1 1 2 26
特発性間質性肺炎 24 2 5 4 1 1 1 38
特発性基底核石灰化症 1 1
特発性血小板減少性紫斑病 25 2 3 1 2 33
特発性後天性全身性無汗症 1 1 2
特発性多中心性キャッスルマン病 1 2 3
特発性大腿骨頭壊死症 15 4 4 1 1 3 28
脳表ヘモジデリン沈着症 1 1
膿疱性乾癬（汎発型） 3 1 2 6
肺動脈性肺高血圧症 3 2 1 6
肺胞低換気症候群 1 1
肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 1 1
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 2 2
皮膚筋炎／多発性筋炎 37 4 9 2 2 1 2 57
肥大型心筋症 4 1 1 6
非特異性多発性小腸潰瘍症 1 1
表皮水疱症 1 1
封入体筋炎 1 2 1 4
副甲状腺機能低下症 1 1
副腎白質ジストロフィー 1 1
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 9 3 1 1 14
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 6 1 1 1 9
慢性再発性多発性骨髄苑 1 1
網膜色素変性症 23 3 2 1 1 2 32
両大血管右室起始症 1 1
類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む） 3 1 1 1 1 1 8

総          計 1,504 286 258 16 106 90 64 109 2,433
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（２）難病患者等相談事業  

ア 医療相談 

難病患者やその家族が抱える医療及び日常生活上の相談に対し、専門医等による指導･助言等や、

当事者同士の交流を通したピアサポートにより、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図ると共に、在宅療養

の推進を図りながら、関係者間での連携を強化し、安心・安全に療養できるためのネットワークの構

築を図る。 

   

○医療相談  新型コロナウイルス感染症対応のため中止  

 

イ 訪問相談 

医療相談に参加できない難病患者やその家族の抱える医療及び日常生活上の相談に対し、相談員

等による日常生活上の相談、指導、助言及び精神的支援を行い、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図ると

共に、在宅療養の推進を図る。 

（ア） 訪問相談   

 
平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

保健所保健師（件） 67 71 71 53 26 23 

訪問相談員 （件） 104 83 51 62 48 36 

計 171 154 122 115 74 59 

 

（イ） 打ち合わせ会 

開催年月日 
令和３年 

４月２２日（木） 
 

内   容 

・「相談員の証」交付 

・訪問相談計画 

・地区分担について 

※2 回目は新型コロナウイルス

感染症対応のため中止 

 

（３）新規特定医療受給者証交付時相談及び継続申請時相談  

新規に難病と診断された患者やその家族が抱える医療及び日常生活に関した悩みに対し、特定医療

受給者証の交付時を利用した相談･指導・助言及び精神的支援を行い、難病患者の在宅療養の推進を図

る。 

 
平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

受給者証交付時相談

（件） 
88 100 86 80 36 32 

継続申請時相談（件） 5 2 6 12 0 0 

電話相談（件） 13 4 6 3 76 22 

計 106 106 98 95 109 54 

※平成２２年度から継続申請時の相談を行ってきたが、平成２９年度以降は希望により相談に応じる体制と 

した。 
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（４）難病在宅ケア推進ネットワーク会議  

   難病患者の在宅療養の特殊性を踏まえた包括的な支援体制の構築により、難病患者とその家族が安

心して療養生活を継続できるように、支援関係者間の連携の促進を図る。 

  令和３年度は新型コロナウイルス感染症対応のため中止 

 

（５）患者会支援   

同じ疾患をもつ患者やその家族が、治療や療養生活上の悩みを共有し、難病を抱えながら生活して

いくための仲間づくりや交流するための活動を支援する。 

ア 新規特定疾病医療受給者証交付時相談や随時相談、及び難病訪問相談員や所内保健師訪問時の情

報提供 

イ 患者会活動について対象者への周知の協力。（パーキンソン病等） 

 

（６）青森県重症難病患者在宅療養支援事業  

    ・対 象：人工呼吸器を装着し、在宅療養している方 

・内 容：①一時入院、②看護人派遣 

・登録者：２人（実際の利用には至らず） 

 

８ 石綿に係る健康相談等及び被害救済制度に関する申請状況  

石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療 

費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図る。 

 

（１）石綿健康被害救済制度に係る申請受付状況 

   令和３年度においては、認定申請１件 

 

９ 保健師業務連絡会議   

管内市町村・事業所等に勤務する保健師を対象として、保健活動に関する情報交換及び学習会を開催

し、業務の円滑化を図る。 

開催年月日 参加者 内      容 

令和３年 

８月１７日

（火） 

市町村８人 

保健所３人  

計１１人 

（１）情報交換  

令和３年度保健師活動の重点目標について 

（２）情報提供 

①令和３年度保健所健康増進課事業等について 

 ②その他  

中止  
※第２回保健師業務連絡会議を２月に予定していたが、新型コロナ

ウイルス感染症対応のため中止とした 
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１０ 保健師の育成支援     

（１）保健所保健師等育成支援事業（トレーナー保健師事業）  

行政機関で保健活動を経験したことのある退職保健師がトレーナー保健師として、保健所の新採用

保健師が行う保健活動について支援するものである。 

 ア 対象者：所内新採用保健師１人 

イ トレーナー保健師１人  （在宅保健師 梅庭 牧子） 

ウ 事業日数：１２．０日 

エ 内 容   

種別 日数 
件数 

内訳 
実件数 延件数 

家庭訪問 7.5 12 13 
難病 10件（実 9件）、小慢 1件（実 1

件）、母子 2件（実 2件） 

コーディネート 

（ケア会議等） 
2.0 3 3 

ケース連絡（難病 1件） 

ケア会議（精神 2件） 

打合せ等評価会 2.5  

 事前打合せ会（6/8）、中間評価会

（11/25）、最終評価会（2/4中止）、活動

打合せ（ケース検討、地域診断等）、保健

所主催新任保健師研修参加 

計 12.0 15 16  

 

（２）青森県新任等保健師育成支援事業   

行政機関で保健活動を経験したことのある退職保健師がトレーナー保健師として、市町村の新任保

健師が行う保健活動について支援するものである。 

ア 対 象 者 １人（黒石市保健師１人） 

イ トレーナー保健師 １人（黒石市１人） 

ウ 事業日数 黒石市１４日 

エ 内  容 

  

 

 

 

   

 

オ 事業打合せ、評価会 

 事業 

打合せ 

中間 

評価会 

最終 

評価会 
場所 出席者 内容 

黒石市 R3.6.8 R3.10.19 R4.2.25 

黒石市庁舎 

（事業打ち

合わせのみ

弘前保健福

祉庁舎） 

ﾄﾚｰﾅｰ保健師、新任保

健師、市保健師、県国

民健康保険団体連合

会、県がん・生活習慣

病対策課、保健所 

事業内容の確認、

進捗状況評価、結

果評価と次年度

の課題等につい

て意見交換 

 

  

 打合せ 家庭訪問 その他 

黒石市 

事業打合せ１回 

中間評価会１回 

最終評価会１回 

成人（延べ８件） 健康診査、保健指導 
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（３）新任保健師研修（弘前保健所主催） 

新任保健師が、保健師の専門能力を発揮し、地域保健活動を展開できるよう、対人支援や保健

事業実施のための基本的な実践能力を習得するとともに、人材育成の体制づくりを推進する。 

 

ア 対象者                                   （人） 

 
弘前市 黒石市 平川市 西目屋村 藤崎町 大鰐町 田舎館村 板柳町 保健所 計 

対象者 6 5 2 0 4 3 0 3 3 26 

(再掲：

新採用) 
1 2 0 0 1 1 0 0 1 6 

(再掲：

A-1) 
1 3 0 0 2 2 0 2 2 12 

(再掲：

A-2) 
5 2 2 0 2 1 0 1 1 14 

 

イ 内容   １回開催                              （人） 

開催年月日 

会場 
プログラム 

新

採

用 

A 

- 

1 

A 

- 

2 

指

導

保

健

師

等 

計 

中止 

（１回目） 
※新型コロナウイルス感染症対応のため中止   

 

  

令和 3年 12月

13日(月) 

13:30-15:00 

オンライン開催 

（１）講義 

  テーマ：地域診断に基づいた地区活動、保健所業

の展開 

  講 師：弘前大学大学院保健学研究科看護学領域 

      教授 北宮 千秋 氏 

（２）まとめ 

5 1 4 6 16 

 

 

１１ 保健協力員の育成支援事業  

市町村等が所管し育成している保健協力員等組織を対象に、活動に関する情報交換と地域の健康問

題についての学習、意見交換等を行い、管内の保健協力員等の活動の活性化及び健康水準の向上に寄

与することを目的に支援した。 

（１）実施状況 

ア 研修会 

     ※新型コロナウイルス感染症対応のため中止 

（ア） 日 時：令和３年８月２６日（木） 

（イ） 場 所：青森県武道館  

（ウ） 内 容 

テーマ 「健康寿命で長生きのために、今からできること」 
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≪講演１≫ 

テーマ 「高血圧を防ぎ、血管を守るお話」 

  講 師  弘前大学大学院 循環器腎臓内科学講座 教授 富田泰史 氏 

≪講演２≫ 

テーマ 「コツコツと骨を元気にするお話」 

講 師 青森県健康・体力づくり協会 健康運動指導士 奈良岡 匠氏 

 

イ 役員会    

開催年月日 内     容 出 席 者 

令和３年 

６月２日（火） 

・令和２年度事業及び決算報告について 

・令和３年度事業計画及び予算（案）について 

・研修計画、活動報告、その他 

※新型コロナウイル

ス感染症の感染拡

大により書面開催 

令和４年 

１月２６日（水） 

･令和３年度事業及び決算報告について 

･令和４年度事業計画、研修計画について 

・その他 

※新型コロナウイル

ス感染症の感染拡

大により書面開催 

 

（２）管内市町村保健協力員等の設置状況           （令和 3年 4月現在） 

市町村名 名称 
人数   

任期／組織名 担当部局 
（人） 男 女 

弘 前 市 健康づくりｻﾎﾟｰﾀｰ 294 45 249 
2年／健康づくり 

ｻﾎﾟｰﾀｰ連絡協議会 

健康増進推進

課 

黒 石 市 保健協力員 224 8 216 
2年／保健協力員

会 
健康推進課 

平 川 市 保健協力員 195 7 188 
2年／保健協力員

会 
子育て健康課 

西目屋村 保健協力員 21 0 21 
2年／保健協力員

会 
住民課 

藤 崎 町 健康推進員 125 4 121 
2年／健康推進員

会 
福祉課 

大 鰐 町 保健協力員 60 0 60 
2年／保健協力員

会 
保健福祉課 

田舎館村 保健協力員 61 0 61 
2年／保健協力員

会 
厚生課 

板 柳 町 保健衛生協力委員 89 43 46 
2年／（組織な

し） 
健康推進課 

計 1,069 107 962   

（青森県保健協力員会等連絡協議会調べ） 
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１２ 医療技術者等の研修・実習   

養成機関等の依頼により、看護学生等が、保健所の機能と役割を理解し、地域保健活動及び公衆 

衛生看護活動、または、公衆栄養活動の実際を学ぶことを目的として実施している。 

※弘前大学は電子メールによる質疑応答のみ 

 

１３ 医療介護連携調整実証事業  

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けること

ができるよう、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築

するため、市町村の在宅医療・介護連携推進事業の取組の支援として、当管内における入退院ルールを

平成２７年度より策定し運用している。同ルールの安定した運用体制を維持・促進するため、入退院調

整ルールの運用状況の把握、地域課題の整理を行い、ルールの修正及び周知を行っている。 

（１）実施状況 

     ア 医療介護連携調整実証事業市町村担当者等会議 

     ・新型コロナウイルス感染症対応のため開催せず。 

     イ 病院・ケアマネ協議 

・入退院調整ルールの運用状況調査がない年度には基本的には開催しない方針。 

 （入退院調整ルールの運用状況調査は３年毎実施のため、次回開催は令和５年度予定。） 

   ウ 認知症情報連携ツール打合せ 

     ・当初、医療介護連携調整実証事業市町村担当者等会議において取り扱う予定であった認知症情

報連携ツールの圏域での運用統一に向けた打合せを認知症疾患医療センター並びに弘前市担

当者と実施した。 

     ①日時：令和４年１月７日（金）１１：００～１２：００ 

     ②場所：認知症疾患医療センター（弘前愛成会病院） 

     ③内容：（ⅰ）情報共有 

         （ⅱ）今後の取組について 

大学名 研修期間 
日数 

(日) 

人数

(人) 

柴田学園大学 生活創生学部 

健康栄養学科 
令和３年８月２日（月） １ １９ 

計 １校１学部   延１ 延１９ 


